
経済要録

◆日本銀行、「金融機関の決済リスク管理について」を公表

  日本銀行は、２月１日、「金融機関の決済リスク管理について」を公表した（その内容に

ついては『日本銀行調査月報』2000 年２月号参照）。

◆東京都、銀行業等に対する外形標準課税制度を東京都議会定例会
に提案する方針を表明

  東京都は、２月７日、銀行業等に対する外形標準課税制度を平成 12 年第１回東京都議会

定例会に提案する方針を表明した。その概要は以下のとおり。

銀行業等に対する外形標準課税の導入について

（１）目的

   安定的な税収及び税負担の公平性の確保

（２）根拠

   現行事業税の課税標準の特例規定を活用（地方税法第 72 条の 19）

  

（３）納税義務者

   都内で事業活動を行う法人のうち、銀行業又はこれに類する事業を営むもの。ただし、

当該事業年度末の「資金量」の残高が５兆円以上の法人に限る。（都市銀行、地方銀行、

信託銀行、長期信用銀行、日本銀行等）

（４）課税標準

   当該事業年度の「業務粗利益」

　   ※「業務粗利益」＝「資金利益」＋「役務取引等利益」＋「その他業務利益」

（５）税率

   ３％（ただし、「特別法人」については２％）

（６）分割基準



   現行事業税の分割基準を適用

（７）その他

   １）５年間の時限措置とする。

　 ２）平成 12年４月１日以後に開始する事業年度から適用する。

◆日本長期信用銀行の譲渡に係る最終契約書の締結について

  日本銀行は、２月９日、日本長期信用銀行の譲渡に係る最終契約書の締結に関し、以下

の内容の総裁談話を公表した。

１．本日、日本長期信用銀行より、金融再生委員会の承認の下、ニュー・ＬＴＣＢ・パー

トナーズ社及び預金保険機構との間で、同行の譲渡にかかる最終契約書を締結したとの報

告があった。また、金融再生委員会、預金保険機構からも、同様の連絡を受けた。

２．同行の譲渡問題については、わが国金融システムの再生という観点から内外の注目を

集めてきただけに、本日最終契約書が締結されたことは、わが国金融システムの信認の向

上に一層資するものと考えている。

３．日本銀行としては、特別公的管理の下で日本長期信用銀行の金融機能を維持しつつ、

同行の円滑な譲渡に向けて努力されてきた関係者の方々に敬意を表したい。

    譲渡後の日本長期信用銀行が、新たな経営陣の下で、わが国金融システムの中にしっ

かりとした基礎を築きつつ、わが国金融市場や金融機関経営に好ましい刺激を与えること

を期待している。

◆日本銀行、「当面の金融政策運営について」を公表

  日本銀行は、２月 10日、政策委員会・金融政策決定会合において、次回金融政策決定会

合までの金融市場調節方針を下記のとおりとし、別添のとおり公表することを決定、同日

対外公表を行った。また同会合において、金融政策判断の基礎となる経済及び金融の情勢

に関する基本的見解を了承し、これを「金融経済月報」に掲載、２月 15 日に公表したほか、

12 月 17 日に開かれた金融政策決定会合の議事要旨を承認し、これを２月 16 日に公表した。



記
  豊富で弾力的な資金供給を行い、無担保コールレート（オーバーナイト物）を、できる

だけ低めに推移するよう促す。

（別添）

平成 12 年２月 10 日
日   本   銀   行

当面の金融政策運営について

  日本銀行は、本日、政策委員会・金融政策決定会合において、当面の金融政策運営につ

いて、「ゼロ金利政策」を継続することにより、金融緩和効果の浸透に努めていくことを

決定した（賛成多数）。
  すなわち、次回金融政策決定会合までの金融市場調節方針は、以下のとおりである。

      豊富で弾力的な資金供給を行い、無担保コールレート（オーバーナイト物）を、で

きるだけ低めに推移するよう促す。

◆金融監督庁、「第百生命保険相互会社に対する行政処分について」
を公表

  金融監督庁は、２月 14 日、「第百生命保険相互会社に対する行政処分について」を公表

した。その内容は以下のとおり。

第百生命保険相互会社に対する行政処分について

　

第百生命保険相互会社については、当庁による立入検査及びその後の報告徴求の結果、不

適切な劣後ローンの取り入れにより、本来算定の根拠とすべきでない本劣後ローンを加味

した虚偽のソルベンシー・マージン比率を公衆の縦覧に供したことが確認された。このた

め、本日、同社に対し、保険業法第 132 条第１項に基づき以下の内容の業務改善命令を発

出した。

１．検査結果通知を踏まえた正確なソルベンシー・マージン比率の速やかなディスクロー

ジャー

２．上記の事実についての責任の所在の明確化



３．内部管理体制の抜本的強化、法令遵守の徹底、再発防止策の策定等

◆金融再生法第53条に基づく一般金融機関からの資産買取について

  金融再生委員会は、２月 15 日、金融再生法第 53 条に基づく一般金融機関からの資産買

取を承認し、同日対外公表を行った。その内容は以下のとおり。

金融再生法第 53 条に基づく一般金融機関からの資産買取について

１．資産買取の概要

                                                （単位：百万円）

債権元本 買取価格
３金融機関 5,003 141

  （注）買取対象資産は、資産買取基準により、原則として、破綻懸念先以下に区分され

る債務者に対する貸出金（仮払金、未収利息、未収金等を含む）とされている。

  

２．資産買取手続き

　金融機関が預金保険機構に資産買取の申込みを行った後、預金保険機構が買取り価格そ

の他の条件を定め、金融再生委員会の承認を受けて、資産の買取りを決定する。

　預金保険機構は、特定協定銀行（整理回収機構）に対して、当該資産の買取りを委託す

る。

◆政府、預金保険法等の一部を改正する法律案を閣議決定

  政府は、２月 18日、預金保険法等の一部を改正する法律案を閣議決定した。その概要は

以下のとおり。

預金保険法等の一部を改正する法律案の概要

  

　平成 13年４月以降の預金保険制度及び金融機関の破綻処理制度について所要の規定を整

備するとともに、交付国債の増額及び預金等全額保護の特例措置の１年延長等を行う。

　また、当該特例措置終了に向けての環境整備の一環として協同組織金融機関の経営基盤

の強化を図るため、優先出資の発行を認めるとともに、金融機能早期健全化法に基づく資

本増強を１年延長する等の手当を行う。



  

Ⅰ．平成 13 年４月以降の恒久的な預金保険制度及び金融機関の破綻処理制度

１．預金保険法の一部改正【恒久措置】

（１）破綻処理の迅速化

①  事前準備

金融機関に対して、名寄せに必要な預金者データを整備するとともに、そのデータ

を預金保険機構に迅速に引き継ぐためのシステム対応を図ることを義務付ける。また、

預金保険機構から預金等の額を速やかに把握するために資料の提出を求められた場

合、磁気テープ等による提出を義務付ける。

②  営業譲渡手続の迅速化・簡素化

営業譲渡等に係る仮決議の制度及び特別決議に代わる裁判所の許可（代替許可）制

度を導入する。また、信用金庫等の総会等の招集手続の特例を設ける。

③　営業譲渡等に伴う債権者保護手続等の特例

営業譲渡等に伴う債権者保護手続を事後的に行う制度を導入するほか、信託業務の

承継における受託者更迭手続の特例を設ける。また、被管理金融機関等からの営業譲

渡等においては、根抵当権を確定させずに被担保債権とともに譲渡することができる

特例を設ける。

（注） 上記①～③のような破綻処理の迅速化のための手当を行うことから、緊急手

続は廃止することとする。

（２）破綻処理の多様化

①　金融整理管財人制度

破綻金融機関の経営権を掌握する公的な管理人（金融整理管財人）制度を導入する。

具体的には、内閣総理大臣は、イ）債務超過と認める場合、ロ）預金等の払戻しを

停止するおそれがあると認める場合、ハ）預金等の払戻しを停止した場合のほか、ニ）

金融機関からの申出を受けて債務超過が生ずるおそれがあると認めるときは、金融整

理管財人による業務及び財産の管理を命ずる処分ができることとする。なお、金融機

関に対しては、イ）債務超過の場合、ロ）預金等の払戻しを停止するおそれがあると

きの届出を義務付ける。

また、金融整理管財人は、被管理金融機関の経営者又は経営者であった者の破綻の

責任を明確にするため、民事上・刑事上の所要の措置をとることとする。

  金融整理管財人による管理は１年以内に終了することとする（１年の延長可能）。



②  承継銀行制度

受皿とする金融機関が直ちに現れない場合に対応するために、承継銀行（ブリッジ

バンク）制度を導入する。

具体的には、承継銀行は預金保険機構の子会社として設立し、預金保険機構が、承

継銀行の業務の円滑な実施のために必要な資金の貸付け又は債務の保証のほか、業務

の実施により生じた損失の補てんを行うことを可能とする。また、承継銀行の受皿に

対する資金援助を可能とする。

承継銀行の存続期間は２年以内とする（１年の延長可能）。

③  資金援助が可能になる場合の拡大

営業の全部譲渡の場合のみでなく、営業の一部譲渡（付保預金の移転を含むものと

する）の場合の資金援助、営業譲渡・合併等が行われた後の追加的な資金援助、債権

者間の衡平を図るための破綻金融機関に対する資金援助を可能とする。

また、資金援助の一環として、受皿に対する資本増強及び事後的な損失補てん（ロ

スシェアリング）を行うことを可能とする。さらに、株式取得による資金援助の対象

に、銀行及び銀行持株会社以外の会社を加える。

（３）金融危機への対応

①　危機的な事態（システミック・リスク）が予想される場合、内閣総理大臣は、金融

危機対応会議の議を経て、以下の金融機関の区分に応じそれぞれの例外的措置を講じ

る必要がある旨の認定を行うことを可能とする。

ａ）金融機関（ｂ）の金融機関を除く）

――  預金保険機構による株式等の引受け等（資本増強）

 預金保険機構による株式等の引受け等の申込みは、認定を受けた金融機関のみ

可能とする。申込みに当たっては、金融機関は経営の健全化のための計画を提出

し、内閣総理大臣が資本増強の決定を行う。内閣総理大臣は、当該計画の履行状

況の報告を求め、これを公表する。

ｂ）破綻金融機関又は債務超過の金融機関

――  ペイオフコスト（保険金支払に要すると見込まれる費用）超の資金援助

 認定を受けた金融機関に対して、認定後直ちに金融整理管財人による管理の処

分を行うとともに、ペイオフコスト超の資金援助を可能とする。

ｃ）債務超過の破綻銀行

――  預金保険機構による全株式の取得（特別危機管理銀行）

 認定と同時に預金保険機構が当該認定を受けた銀行の株式を取得することを

決定し、官報公告により、預金保険機構が当該株式を取得する。また、特別危機

管理銀行の新取締役等は、旧経営者の経営の責任を明確にするため、民事上・刑



事上の所要の措置をとることとするほか、受皿に対するペイオフコスト超の資金

援助等も可能とする。なお、当該措置は、受皿への営業譲渡等によりできる限り

早期に終了させる。

（注）ｃ）の措置は、ｂ）の措置では危機的な事態を回避できない場合にのみ認

定することができる。

②　金融危機への対応に係る業務を行うための勘定として、危機対応勘定を設ける。ま

た、機構による当該業務に必要な資金の借入れ又は債券の発行について政府保証を付

すことを可能とする。

③　例外的措置に係る財源として、事後的に金融機関から負担金を納付させる。また、

金融機関の負担だけでは我が国の信用秩序の維持に極めて重大な支障が生ずるおそ

れがあるときは、財政措置を講じることを可能とする。

（注） 金融機関の負担金の額は、納付すべき年度の前年度末の全負債の残高を基準

に算出する。

（４）預金保険の付保対象等の改正

①　金融債（権利者を確知できるものに限る）、公金預金・特殊法人預金、預金利息を

新たに付保対象とする（公金預金・特殊法人預金は政令事項）。

（注） 各預金者の保険金の額は、保険金支払限度額までの元本＋その元本に係る利息

とする。なお、保険金支払限度額は現行水準（1000万円、政令事項）に据え置く。

②　協同組織金融機関の連合会を新たに預金保険の対象とする。

③　保険金支払の場合のみでなく、資金援助の場合にも預金等債権の買取りを可能とす

る。

④　保険料の算定基礎を、付保預金の年度末残高から年度中の平均残高に変更する。

（注） 金融機関の経営の健全性に応じた保険料率を導入することも可能とする。

（５）その他

①　破綻金融機関における保険金相当額までの預金の払戻し及び資産価値減少防止の

ための破綻金融機関の貸付けを可能とするために、預金保険機構から破綻金融機関へ

必要となる資金の貸付けをできるようにする。

  

②　破綻処理等の円滑な実施を確保するための金融機関に対する報告徴求及び立入検



査の規定を設ける。

③　時限措置である協定銀行（整理回収機構）の受皿機能及び破綻金融機関等からの資

産買取りを預金保険機構が協定銀行へ委託する制度を、当分の間の措置とする。

２．その他の法律の一部改正【恒久措置】

（１）金融機関等の更生手続の特例等に関する法律の一部改正

①　民事再生法の特例（監督庁による再生手続開始の申立、再生手続における預金保険

機構の預金者代理権限等）を規定する。

②　更生手続又は民事再生手続開始後における保険金相当額までの預金の払戻しを可

能とする。

（２）信託業法の一部改正

・  信託財産の受益者保護の観点から、信託会社が信託財産として所有する登録社債及

び登録国債について、第三者対抗要件の規定を整備する。

（３）信用金庫法等の一部改正

・　協同組織金融機関の破綻処理方式の多様化を図るため、商法の整理手続を協同組織

金融機関に準用できることとする。

  

Ⅱ．交付国債の増額

〇　預金保険法の一部改正【時限措置】

 預金保険機構に交付する国債を、既に交付している７兆円に追加して、６兆円増額する。

  

Ⅲ．預金等全額保護の特例措置の延長等

〇　預金保険法の一部改正【時限措置】

（１）時限措置であるペイオフコスト超の資金援助及び預金等債権の買取りの特例の適用

期限を１年延長して、平成 14年３月末までとする。

 （注）特別保険料の納付期間についても１年延長するほか、特例業務勘定の廃止につい

ても１年延長して、平成 15 年３月末とする。

（２）当座預金、普通預金等の流動性預金を預金等全額保護の特例措置終了後１年間（平

成 15年３月末まで）全額保護する。

 （注）この間、全額保護する流動性預金については、他の預金よりも高い保険料を求め

る（保険料率は、預金保険機構の運営委員会において決定）とともに、臨時金利調



整法（告示）により金利規制を課す。

  

Ⅳ．協同組織金融機関の経営基盤強化

１．協同組織金融機関の優先出資に関する法律の一部改正【恒久措置】

 全国を地区とする連合会のみでなく、個別の信用組合、信用金庫、労働金庫その他の

協同組織金融機関も優先出資の発行を可能とする。

２．金融機関の早期健全化のための緊急措置に関する法律の一部改正【時限措置】

 現在、早期健全化法に基づく資本増強の対象となっている協同組織金融機関のうち上

記１．の改正により優先出資の発行が可能となる協同組織金融機関について、資本増強が

容易となるよう同法の適用要件を見直すとともに、その適用期限を１年延長して、平成 14

年３月末までとする。

３．預金保険法の一部改正【時限措置】

平成８年の預金保険法改正前の信用組合の破綻処理に伴い信用組合協会が行っている

債権回収業務を、整理回収機構に円滑に一元化する。

具体的には、信用組合協会が回収業務を行っている旧破綻信用組合の不良債権を代物弁

済として譲り受けた金融機関から、当該債権を預金保険機構が買い取るとともに、その売

却に伴う損失の範囲内で預金保険機構が損失を補てんすることができるようにする。

 （注）預金保険機構は、資産の買取りを行うことを整理回収機構に委託することができる。

  

Ⅴ．その他

１．施行期日

（１） 恒久的な預金保険制度及び金融機関の破綻処理制度に係る措置、預金等全額保護の

特例措置の延長等については、平成 13 年４月１日から施行する。

（２） 協同組織金融機関の連合会を新たに預金保険の対象金融機関とする措置、交付国債

の増額、協同組織金融機関の経営基盤強化に関する措置については、公布の日から起

算して、１月を超えない範囲において政令で定める日から施行する。

２．その他

 その他所要の経過措置等に関する規定を設ける。



◆法制審議会総会、「商法等の一部を改正する法律案要綱」を決定

  法制審議会総会は、２月 22 日、「商法等の一部を改正する法律案要綱」を決定し、法務

大臣に答申した。その概要は以下のとおり。

「商法等の一部を改正する法律案要綱」の概要

　会社が、その組織の再編成を容易に行い得るようにするため、その営業を新たに設立す

る会社又は既存の会社に承継させるとともに、これらの会社の発行する株式を分割をする

会社又はその株主に割り当てる会社分割法制を整備するためのものである。

１　立法の目的

（１） 企業の再編成のための法整備

　 ・  平成 ９年 　合併法制の合理化

　 ・  平成 11年 　株式交換制度の導入

　 ・  平成 12年 　会社分割法制の創設（予定）

（２） 会社分割法制のニーズ

　 ・  持株会社の下にある子会社の分割による企業の再編成を促進する。

　 ・  事業部門の会社化による経営の効率性を向上させ、経営の監督の実効性を確保する。

　 ・  独占禁止法の市場集中排除規制をクリアするための分割を可能とする。

　 ・  コングロマリット・ディスカウントの排除による株価の上昇が期待できる。

　 ・  中小企業の株主間の紛争を会社の分割により解決することを可能とする。

　 ・  分社の手続を効率化する。

（３）諸外国の分割法制

　 ・  アメリカ、ドイツ、フランス、イギリス、ＥＵ等は、いずれも会社分割法制を有し、

企業の再編成のための法整備がされている。

２　法律案要綱(答申)の概要

（１）新設分割の制度の創設

  分割により設立した会社に、分割をする会社の営業を承継させる「新設分割」の制度を

創設する。

（２）吸収分割の制度の創設

  既に存在する他の会社に、分割をする会社の営業を承継させる「吸収分割」の制度を創



設する。

（３）分割に際して発行する株式の割当ての方法

  分割に際して発行する株式の割当ての方法として、分割をする会社にこれを割り当てる

方式（物的分割）及び分割をする会社の株主に割り当てる方式（人的分割）を採用する。

（４）分割の手続

　 ・  分割計画書（新設分割の場合）又は分割契約書（吸収分割の場合）の作成

　 ・  分割計画書等の事前開示

　 ・  分割計画書等の株主総会の特別決議による承認

　 ・  反対株主の株式買取請求権

　 ・  債権者保護手続

　 ・  分割の登記

　 ・  分割事項を記載した書面等の事後開示

（５）簡易な分割手続

  株主総会の特別決議を要しない簡易な分割の手続を整備する。

（６）分割の効果

  分割により設立した会社等は、分割計画書等の定めるところにより、分割をした会社の

権利義務を包括的に承継する。

（７）分割無効の訴え

  分割手続等に瑕疵があった場合等には、株主等は、分割無効の訴えを提起することがで

きる。

◆日本銀行、「当面の金融政策運営について」を公表

  日本銀行は、２月 24日、政策委員会・金融政策決定会合において、次回金融政策決定会

合までの金融市場調節方針を下記のとおりとし、別添のとおり公表することを決定、同日

対外公表を行った。また１月 17 日に開かれた金融政策決定会合の議事要旨を承認し、これ

を２月 29日に公表した。



記
  豊富で弾力的な資金供給を行い、無担保コールレート（オーバーナイト物）を、できる

だけ低めに推移するよう促す。

（別添）

平成 12 年２月 24 日
日   本   銀   行

当面の金融政策運営について

  日本銀行は、本日、政策委員会・金融政策決定会合において、当面の金融政策運営につ

いて、「ゼロ金利政策」を継続することにより、金融緩和効果の浸透に努めていくことを

決定した（賛成多数）。
  すなわち、次回金融政策決定会合までの金融市場調節方針は、以下のとおりである。

      豊富で弾力的な資金供給を行い、無担保コールレート（オーバーナイト物）を、で

きるだけ低めに推移するよう促す。

◆日本銀行、「２月 29 日（閏日）の日銀ネットの稼動結果について」
を公表

  日本銀行は、２月 29日、「２月 29 日（閏日）の日銀ネットの稼動結果について」を公表

した。その内容は以下のとおり。

２月 29 日 （閏日) の日銀ネットの稼動結果について

2000 年２月 29日

日 本 銀 行

　本日、日銀ネットは正常に稼動を終了しました。
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